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研
究
ノ
ー
ト

明
治
最
初
期
の
日
蓮
宗
寺
院
の
様
相
に
つ
い
て

日
蓮
宗
明
治
五
年
と
同
十
年
の
書
上
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

坂

輪

宣

政

は
じ
め
に

近
世
江
戸
に
は
多
く
の
寺
院
が
存
在
し
、
切
絵
図
や
『
江
戸
名
所
図
絵
』
な
ど
の
地
誌
で
も
、
江
戸
の
風
景
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し

て
名
刹
や
諸
行
事
を
中
心
に
多
く
の
寺
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
凡
な
市
中
の
末
寺
の
実
像
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
と
正
確
な
記
録
が
な
く
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
し

て
、
日
蓮
宗
の
み
の
部
分
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
、
同
五
年
と
十
年
の
二
種
類
の
書
上
を
素
材
と
し
て
検
討
し
、
江
戸
か
ら
明
治
に
移
行

す
る
時
期
の
日
蓮
宗
寺
院
の
様
子
を
探
っ
て
み
た
。

１

書
上
に
つ
い
て

本
稿
で
取
り
上
げ
る
明
治
五
年
の
書
上
と
は
、
明
治
五
年
六
月
に
新
政
府
が
宗
教
政
策
の
た
め
に
新
た
に
設
置
し
た
教
部
省
か
ら
各
府

県
に
通
達
さ
れ
て
、
府
県
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
提
出
さ
れ
た
『
明
治
五
年
寺
院
明
細
帳
』
の
こ
と
で
あ
り
、
明
治
十
年
の
書
上
と
は
同
年
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五
月
東
京
府
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
同
年
十
月
に
東
京
府
か
ら
内
務
省
社
寺
局
に
提
出
さ
れ
た
『
明
治
十
年
寺
院
明
細
簿
』

の
こ
と
で
あ
る
。
書
上
に
記
載
さ
れ
た
日
蓮
宗
の
寺
院
数
は
約
四
百
軒
、
僧
は
寄
留
の
者
を
含
め
て
六
歳
か
ら
八
十
三
歳
ま
で
の
約
七
百

人
に
な
る
。
こ
の
二
種
類
の
書
上
は
現
在
、
東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
資
料
全
体
の
解
説
と
全
宗
派
の
概
括
的
デ
ー
タ
解

析
は
同
館
の
西
光
三
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。（「
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
寺
院
沿
革
史
料
に
つ
い
て

ー
江
戸
・
東
京
寺
院
沿
革
史

料
索
引
作
成
に
あ
た
っ
て
ー
」）
以
下
西
氏
の
論
文
に
従
い
、
そ
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
五
年
の
書
上
は
お
よ
そ
縦
二
十

六
・
六
セ
ン
チ
、
横
十
九
・
０
セ
ン
チ
、
厚
さ
平
均
五
セ
ン
チ
強
の
美
濃
版
竪
帳
形
式
で
表
紙
は
後
補
で
も
と
は
八
冊
で
あ
っ
た
が
、
現

在
は
さ
ら
に
分
冊
さ
れ
た
形
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
十
年
の
書
上
は
縦
二
十
五
・
二
セ
ン
チ
、
横
十
八
・
０
セ
ン
チ
、
厚
さ
平
均
十
セ
ン

チ
強
の
竪
帳
形
式
、
本
文
は
罫
の
あ
る
美
濃
紙
で
あ
り
、
柱
に
寺
院
名
の
見
出
し
が
あ
る
。
西
氏
は
、
五
年
の
書
上
が
教
部
省
か
ら
示
さ

れ
た
雛
形
や
項
目
に
厳
格
に
あ
て
は
め
る
よ
う
に
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に
そ
う
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
十
年
の
書
上
も
、
同
年
一
月
に
教
部
省
が
廃
さ
れ
て
宗
教
行
政
を
引
き
継
い
だ
内
務
省
社
寺
局
か
ら
詳
細
な
雛
形
が
出
さ

れ
、
そ
れ
に
従
う
形
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
全
宗
派
の
寺
院
数
な
ど
の
分
析
を
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
た
い
。

国
家
に
よ
る
寺
社
の
把
握
と
し
て
は
、
明
治
十
二
年
に
至
っ
て
、
国
家
の
公
簿
で
あ
る
「
寺
院
明
細
帳
」
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ

が
全
国
的
で
基
礎
的
な
記
録
と
し
て
、
昭
和
十
四
年
の
「
宗
教
団
体
法
」（
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
ま
で
効
力
を
も
つ
よ
う
に
な

る
。
本
稿
で
扱
う
明
治
五
年
と
同
十
年
の
書
上
は
、
近
代
国
家
の
中
で
の
寺
院
の
位
置
が
定
ま
る
時
期
に
至
る
途
中
経
過
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
新
政
府
が
新
し
い
行
政
組
織
を
設
置
し
た
の
に
伴
っ
て
、
宗
教
支
配
と
政
治
経
済
的
な
支
配

を
行
う
上
で
の
基
礎
と
な
る
資
料
を
あ
つ
め
、
仏
教
勢
力
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
書
上
提
出
命
令
の
背
景
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

二
種
類
の
書
上
は
、
そ
の
よ
う
な
当
時
の
行
政
府
に
よ
る
宗
教
把
握
の
目
的
の
た
め
に
命
令
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
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当
時
の
寺
院
や
僧
の
実
態
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
書
上
に
つ
い
て
、
数
値
面
を
主
に
若
干
の

考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
明
治
初
め
の
動
乱
期
に
は
日
蓮
宗
内
部
で
も
様
々
な
動
き
が
あ
っ
た
。
明
治
五
年
四
月
に
は
官
に
よ
る
大
教
院
・
教
導
職
・
管
長

制
度
の
制
定
が
な
さ
れ
、
日
蓮
宗
も
教
導
職
の
任
命
受
諾
な
ど
新
し
い
統
制
に
応
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
明
治
五
年
九
月
に
は
「
五
山

盟
約
」
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
十
一
月
に
は
七
大
本
寺
の
盟
約
へ
と
更
新
さ
れ
た
。
管
長
職
は
一
致
派
七
大
本
山
の
年
番
交
代
制
と
な
る

が
、
勝
劣
派
は
こ
れ
に
反
発
し
、
結
局
、
明
治
六
年
八
月
に
官
命
で
の
七
大
本
寺
の
盟
約
撤
回
・
従
来
の
各
本
山
同
権
の
再
確
認
へ
と
つ

な
が
っ
た
。
明
治
八
年
に
は
不
受
不
施
派
の
公
認
に
よ
る
復
権
が
あ
り
、
同
九
年
二
月
に
は
一
致
派
と
勝
劣
派
五
派
の
管
長
別
置
の
体
制

と
な
る
。
勝
劣
派
内
部
で
も
分
派
が
相
次
い
で
い
る
。

ま
た
、
明
治
五
年
に
は
日
蓮
諸
派
合
同
の
教
育
機
関
と
し
て
小
教
院
（
宗
教
院
）
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
明
治
十
一
年
の
本
山
等
差
会
議
や
同
十
七
年
の
宗
門
大
会
な
ど
を
へ
て
、
近
代
の
宗
門
の
体
制
が
固
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
二
種
類
の
書
上
を
み
て
も
、
様
相
が
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

２

書
上
の
内
容

書
上
の
項
目
は
官
か
ら
示
さ
れ
た
雛
形
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
項
目
は
西
氏
や
日
塔
氏
も
示
し
て
い
る
が
、
あ
ら
た
め
て
列
挙
す
る

と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
五
年
の
書
上

○
所
在
場
所
・
山
号
・
寺
名

○
本
山
名

○
宗
内
の
地
位
（
本
山
・
本
寺
・
中
本
寺
・
末
頭
・
触
頭
・
塔
頭
な

ど
）
○
建
立
の
経
緯

○
叙
位
任
官
な
ど
の
格
式
や
旧
幕
府
と
の
関
係
な
ど

○
住
職
を
始
め
と
す
る
寺
内
の
僧
の
履
歴（
出
身
地
・
俗

世
間
で
の
出
自
・
得
度
の
日
時
と
場
所
・
修
学
の
場
所
や
年
齢
・
以
降
の
経
歴
・
当
寺
へ
の
入
寺
の
時
期
・
年
齢
・
代
数
な
ど
）
○
寺
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内
の
僧
の
人
数

○
境
内
の
面
積
と
土
地
の
種
別

○
檀
家
数

○
巻
末
に
旧
触
頭
寺
院
や
戸
長
の
保
証
文
言

○
各
冊
の
宛
先
は
教
部

省
こ
れ
に
対
し
、
明
治
十
年
の
書
上
の
項
目
で
は

○
所
在
地
・
山
号
・
寺
名

○
区
割
り
な
ど
の
新
し
い
行
政
区
分

○
本
寺
の
所
在

地
と
名

○
開
祖
と
建
立
の
時
期

○
寺
の
格
式

○
檀
家
数

○
境
内
の
坪
数
・
墓
地
坪
数
・
境
外
の
土
地
の
面
積
・
田
畑
の
面
積
と

番
号
や
種
別

○
本
堂
な
ど
の
建
築
物
の
建
坪

○
門
な
ど
の
建
造
物

○
立
木

○
本
尊

○
そ
の
他
の
奉
安
し
て
い
る
尊
像

○

聖
教
や
本
尊
・
仏
具
等

○
什
器
・
備
品
・
日
常
雑
器
や
消
耗
品

○
「
右
之
通
相
違
無
御
座
候
也
」
等
と
い
う
誓
約
文
言
と
住
職
の
署

名
捺
印

○
檀
家
総
代
の
連
署

○
区
内
取
締
・
本
寺
住
職
・
東
京
府
下
日
蓮
宗
教
導
取
締
長
・
大
講
義
な
ど
の
署
名
捺
印

○
区
長
や

戸
長
の
署
名
捺
印

○
境
内
の
地
図

○
各
冊
の
宛
先
は
東
京
府
知
事

明
治
五
年
時
点
の
日
蓮
宗
は
一
致
派
と
勝
劣
派
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
内
部
に
は
旧
来
の
本
山
の
門
流
を
軸
と
し
た
構
成

が
継
続
さ
れ
て
い
た
。
新
政
府
か
ら
の
命
令
に
対
し
、
府
内
の
日
蓮
宗
寺
院
は
各
門
流
ご
と
に
書
上
を
ま
と
め
た
よ
う
で
、
書
上
は
門
流

ご
と
に
編
集
さ
れ
、
各
巻
の
奥
に
本
寺
や
中
本
寺
の
名
が
あ
る
。
記
載
内
容
は
提
出
す
る
門
流
に
よ
っ
て
項
目
ご
と
の
精
粗
が
あ
る
も
の

の
、
寺
院
の
所
在
や
面
積
、
檀
家
数
、
居
住
僧
な
ど
寺
院
把
握
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
デ
ー
タ
は
確
実
に
新
政
府
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

五
年
の
書
上
の
内
容
に
つ
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寺
内
の
僧
す
べ
て
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
僧
の
い

わ
ば
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
人
だ
け
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
品
川
海
徳
寺
住
職
の
神

保
日
淳
の
書
上
げ
た
履
歴
で
あ
る
。
四
歳
で
当
寺
で
得
度
し
、
十
一
歳
で
師
匠
日
慈
転
任
に
依
り
四
谷
戒
行
寺
に
随
身
、
十
四
歳
か
ら
飯

高
へ
春
秋
七
ヶ
年
入
る
、
二
十
一
歳
、
金
沢
立
像
寺
日
輝
に
入
門
し
て
六
年
学
ぶ
。
二
十
六
歳
、
戒
行
寺
へ
帰
る
。
二
十
七
歳
春
、
久
ヶ

原
安
詳
寺
住
職
。
冬
戒
行
寺
へ
帰
る
。
三
十
歳
、
山
梨
遠
光
寺
塔
頭
本
応
院
住
職
。
三
十
五
歳
、
当
寺
住
職
。
三
十
八
歳
、
権
訓
導
と
な
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る
。
こ
の
よ
う
な
履
歴
で
あ
る
。
表
面
的
な
略
歴
で
は
あ
る
が
、
近
世
僧
の
実
像
に
近
づ
く
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
書
上
の
作
成
過
程
で
あ
る
が
、
府
内
で
は
、
書
上
の
作
成
は
各
門
流
が
取
り
調
べ
た
内
容
を
、
実
際
の
取
り
纏
め
役
で
あ
る
旧

触
頭
数
ヶ
寺
が
「
相
違
無
く
御
座
候
」
と
末
尾
に
署
名
捺
印
し
て
提
出
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
久
遠
寺
派
で
は
表
紙
に

あ
た
る
部
分
に
「
支
配
下
寺
院
調
帳

瑞
輪
寺
・
善
立
寺
・
宗
延
寺
」
と
あ
り
、
つ
い
で
各
寺
院
ご
と
の
書
上
に
う
つ
り
、
末
尾
に
「
右

の
通
取
調
奉
差
上
候

壬
申
八
月

甲
州
身
延
久
遠
寺
末

元
触
頭
谷
中
瑞
輪
寺

下
谷
善
立
寺

下
谷
宗
延
寺
（
各
捺
印
有
）

教
部

省
御
庁
」
と
あ
っ
て
、
元
触
頭
の
三
ヶ
寺
に
よ
り
府
内
久
遠
寺
末
寺
院
の
分
が
ま
と
め
ら
れ
て
教
部
省
へ
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
様
に
、
旧
触
頭
の
作
成
奥
書
の
あ
る
冊
が
法
華
経
寺
派
・
勝
劣
派
・
本
国
寺
派
に
も
あ
る
。
本
寺
ご
と
に
異
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
門
流
が
異
る
と
作
成
過
程
は
別
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
便
宜
の
た
め
一
緒
に
ま
と
め
て
提
出
し
た
も
の
も
あ
る

よ
う
で
、
勝
劣
派
で
は
そ
の
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
中
に
は
触
頭
が
誤
写
し
た
と
思
わ
れ
る
項
目
も
確
認
さ
れ
る
。

頂
妙
寺
末
で
唯
一
の
宗
柏
寺
は
、
輪
番
な
ど
関
係
の
深
い
法
華
経
寺
末
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
輪
番
三
ヶ
寺
の
末
寺
は
、
い
ず
れ
も
法

華
経
寺
の
門
流
に
編
入
さ
れ
る
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
禅
寺
末
の
二
ヶ
寺
は
、
本
成
寺
末
と
と
も
に
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
勝
劣
派

と
し
て
同
一
歩
調
を
と
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

府
内
で
は
門
流
ご
と
の
編
集
で
あ
っ
た
が
、
郊
外
で
は
様
子
が
異
な
り
、
門
流
で
は
な
く
行
政
組
織
主
導
で
の
取
り
纏
め
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
足
立
・
葛
飾
・
一
之
江
・
二
之
江
で
は
、
戸
長
と
副
戸
長
の
み
が
奥
に
連
署
し
て
内
容
に
相
違
な
き
を
請
け
負
う
と
い
う
形
と

な
っ
て
お
り
、
触
頭
な
ど
は
関
与
せ
ず
、
門
流
の
相
違
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
府
内
で
の
各
門
流
を
通
し
て
取
り
纏
め
る
と
い
う
形
式

が
、
全
国
的
に
み
れ
ば
異
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
奈
良
県
に
お
い
て
は
、
こ
の
書
上
の
作
成
が
県
の
官
員
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
費
用
が
各
寺
院
か
ら
一
軒
あ
た
り
二
十
五
銭
の
割
で
県
庁
か
ら
徴
収
さ
れ
、
実
際
の
作
業
に
あ
た
っ
た
官
員
に
あ
て
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
東
京
府
管
内
で
の
費
用
負
担
は
後
考
を
期
し
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
五
年
の
日
蓮
宗
府
内
寺
院

の
書
上
の
作
成
の
過
程
で
は
、
各
門
流
の
機
構
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
様
子
が
推
察
さ
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
五
年
後
の
明
治
十
年
の
書
上
で
は
、
芝
区
・
小
石
川
区
な
ど
の
行
政
区
分
に
基
づ
い
た
編
集
が
な
さ
れ
て
お
り
、
戸
長

の
署
名
も
各
寺
毎
に
必
ず
入
っ
て
い
る
。
用
紙
や
形
式
か
ら
も
、
門
流
機
構
よ
り
は
役
所
と
各
寺
院
と
い
う
構
図
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
寺
院
が
独
断
で
提
出
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
住
職
以
外
に
も
、
本
山
住
職

や
区
内
の
取
締
な
ど
の
校
閲
・
署
名
捺
印
を
経
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
寺
院
が
国
家
の
制
度
に
当
て
は
め
ら
れ
て
ゆ
く
雰
囲
気

が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
十
年
の
書
上
は
五
年
の
書
上
と
異
な
り
、
居
住
者
の
素
性
に
は
ま
っ
た
く
注
意
が
は
ら
わ
れ
ず
、
逆
に
建
物
、
土
地
、
什
器
な
ど

財
産
面
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
雑
器
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
所
有
物
を
書
き
上
げ
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
内
容
で

あ
り
、
湯
飲
み
や
布
団
の
よ
う
な
品
さ
え
か
な
り
の
書
上
に
い
ち
い
ち
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
文
化
庁
へ
提
出
を
求
め
ら
れ
る
目
録
に

似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
書
上
を
み
る
と
、
新
し
い
行
政
制
度
を
通
じ
て
政
府
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
く
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ

る
。明

治
政
府
が
特
に
重
視
し
て
い
た
の
は
、
土
地
の
所
有
に
関
す
る
厳
密
化
で
あ
り
、
寺
院
に
関
連
す
る
土
地
が
誰
の
所
有
で
、
名
受
人

は
誰
で
貢
租
は
誰
が
支
払
う
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
五
年
の
書
上
で
は
土
地
の
種
別
に
つ
い

て
、
朱
印
地
・
年
貢
地
・
除
地
・
見
捨
地
と
い
う
区
分
を
立
て
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
が
十
年
と
な
る
と
、
境
内
地
・
墓
地
を
含
む
境

外
地
・
境
外
田
畑
と
い
う
区
分
と
な
り
、
貢
祖
の
負
担
者
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
明
治
四
年
に
は
、
新
政
府
は
寺
領
の
没
収
を

決
定
し
、
寺
院
の
境
内
地
に
つ
い
て
は
官
有
地
に
編
入
す
る
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
、
同
年
五
月
に
は
府
県
に
よ
る
寺
域
確
定
と
境
外
地

の
税
額
調
査
が
あ
り
、
五
年
一
月
に
は
寺
院
境
内
の
建
屋
敷
以
外
す
べ
て
の
上
地
の
決
定
が
出
さ
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
に
は
貢
祖
を
は

ら
う
民
有
地
以
外
は
官
有
地
に
上
地
す
る
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
に
決
定
さ
れ
同
六
年
に
公
布
さ
れ
た
地
租
改
正
に

伴
う
変
化
も
あ
り
、
こ
の
時
期
に
各
寺
院
の
土
地
の
確
定
が
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
各
寺
院
は
こ
の
変
化
に
寺
院
ご
と
の
事

情
に
立
脚
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
寺
地
に
つ
い
て
は
、
境
内
の
土
地
で
も
上
地
さ
れ
た
官
有
地
以
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外
は
境
外
の
田
畑
同
様
に
公
租
を
納
め
る
義
務
が
あ
っ
た
。
民
有
地
と
な
っ
て
い
る
土
地
は
貢
租
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

明
治
政
府
は
住
職
が
寺
地
を
個
人
で
買
得
す
る
こ
と
も
認
可
し
た
。
住
職
個
人
の
資
金
で
買
得
し
た
と
記
さ
れ
る
土
地
や
、
住
職
が
開
墾

し
て
、
住
職
個
人
が
貢
租
を
納
め
る
土
地
の
記
載
も
書
上
に
ち
ら
ほ
ら
み
ら
れ
る
。
寺
院
の
財
産
と
寺
僧
の
私
財
の
区
分
が
、
国
家
の
統

制
の
も
と
に
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
境
内
外
宅
地
を
住
職
が
買
得
し
て
、
地
券
状
の
義
は
同
人
名
受
に
し
て
貢

租
も
同
人
よ
り
上
納
し
、
但
し
永
代
本
寺
へ
寄
附
す
る
た
め
に
券
状
書
換
を
願
上
げ
て
い
る
例
も
あ
る
。
ほ
か
に
も
、「
一
之
江
方
面
で

は
明
治
二
年
よ
り
年
貢
地
が
設
定
さ
れ
た
」、「
境
内
の
一
部
一
三
八
坪
が
前
七
月
に
上
地
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
」、「
門
前
町
屋
百
十
六
坪

が
上
地
さ
れ
た
」
な
ど
、
寺
院
に
明
治
政
府
の
新
政
策
が
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
判
明
す
る
記
載
が
時
折
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
十
年
の
書
上
の
一
例
で
は
、
あ
る
寺
院
で
借
金
百
円
の
た
め
地
券
状
・
庫
裏
が
抵
当
に
入
っ
た
ま
ま
住
職
が
逃
亡
し
た
と
い

う
悲
惨
な
記
述
も
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
後
任
の
住
職
か
ら
の
書
上
で
あ
り
、
名
指
し
さ
れ
た
前
住
職
は
十
年
の
書
上
を
み
る
と
別
の
寺
院

の
住
職
と
な
っ
て
い
て
実
情
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
当
時
の
寺
院
が
経
済
的
な
変
動
に
翻
弄
さ
れ
る
様
子
の
一
角
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
五
年
の
書
上
で
の
面
積
と
十
年
の
書
上
と
を
照
合
す
る
と
、
五
年
時
点
で
は
田
畑
を
も
含
め
た
総
面
積
を
面
積
と
し
て
記
し
た

寺
院
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
境
内
の
み
の
面
積
を
記
し
た
寺
院
も
か
な
り
あ
る
。

さ
ら
に
明
治
十
年
の
書
上
を
み
て
い
く
と
、
境
内
外
の
土
地
の
面
積
に
続
い
て
、
本
堂
・
諸
堂
・
庫
裏
・
門
番
所
な
ど
の
建
物
の
記
載

が
続
き
、
立
木
の
数
や
位
置
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
立
木
に
つ
い
て
は
新
政
府
が
、
特
に
神
社
境
内
の
無
許
可
伐
採
を
警
戒
し

て
寺
社
境
内
の
森
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
書
上
は
さ
ら
に
、
尊
像
や
什
器
の
書
上
に

う
つ
る
。
塔
中
題
目
と
両
尊
な
ど
の
十
四
体
を
本
尊
と
し
て
記
す
寺
院
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
尊
像
も
一
体
一
体
書
き
上
げ
、
さ

ら
に
厨
子
・
鐘
・
経
箱
・
蝋
燭
立
な
ど
の
仏
具
や
袈
裟
衣
、
毛
氈
や
置
物
、
宝
物
や
箱
火
鉢
・
机
・
夜
具
・
鍋
釜
・
盆
・
薬
缶
・
湯
呑
・

椀
・
合
羽
・
屏
風
な
ど
の
日
常
雑
器
に
い
た
る
ま
で
を
も
事
細
か
に
書
上
げ
て
い
る
。
門
流
や
寺
院
個
々
に
よ
っ
て
精
粗
が
あ
る
が
、
当
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時
の
寺
院
の
日
常
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
新
政
府
の
寺
院
の
経
済
的
な
状
況
を
把
握
せ
ん
と
す
る
意
志

の
強
さ
が
こ
の
よ
う
な
細
か
な
書
上
に
な
る
原
因
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
種
類
の
書
上
の
背
景
や
項
目
の
特
色
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
考
察
を
加
え
た
。
以
下
は
書
上
の
数
値
を
統
計
的

に
ま
と
め
、
概
略
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
書
上
に
は
全
宗
派
の
寺
院
が
あ
る
が
、
以
降
取
り
上
げ
る
数
字
は
特
に
断
り
の
無
い
限
り
、
日

蓮
宗
の
み
の
も
の
で
あ
る
。

３

書
上
の
寺
院
数
と
檀
家
数

明
治
五
年
の
書
上
に
は
三
百
九
十
四
軒
の
寺
院
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年
の
書
上
で
寺
名
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
管
轄
外

の
た
め
含
ま
れ
な
く
な
っ
た
も
の
を
の
ぞ
く
と
二
十
二
ヶ
寺
で
あ
る
。
多
く
は
塔
中
寺
院
で
あ
り
、
五
年
時
点
で
有
名
無
実
に
な
っ
て
い

た
寺
院
が
多
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
西
氏
は
、
明
治
五
年
の
書
上
を
も
と
に
全
宗
派
の
様
相
を
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と

に
、
檀
家
の
い
な
い
寺
院
が
十
八
％
も
あ
り
、
そ
の
半
数
以
上
が
無
住
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
檀
家
は
あ
る
が
無
住
の
寺
院
も
十
二
％
あ

り
、
約
三
割
が
有
檀
有
住
で
は
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
は
寺
院
数
で
は
全
宗
派
の
約
十
五
％
で
あ
る
が
、
九
十
二
％
が
有

檀
有
住
で
あ
り
、
無
檀
は
十
四
ヶ
寺
（
三
％
）
し
か
な
い
。
こ
の
中
に
は
火
葬
所
の
寺
院
や
新
居
日
薩
の
妙
教
庵
な
ど
も
含
む
の
で
あ
る

か
ら
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
に
檀
家
が
い
た
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
無
住
も
十
一
軒
と
少
な
い
。
但
し
、
兼
務
住
職
も
二
十
二
軒

あ
り
、
中
に
は
大
破
し
た
ま
ま
で
無
住
と
書
か
れ
る
な
ど
有
名
無
実
の
寺
院
も
七
軒
ほ
ど
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸

の
庶
民
に
基
盤
を
お
い
た
府
内
日
蓮
宗
寺
院
は
ほ
か
の
宗
派
よ
り
は
明
治
維
新
に
よ
る
被
害
は
少
な
く
て
す
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

極
端
に
檀
家
の
少
な
い
寺
院
の
な
か
に
は
、
寄
進
に
よ
る
田
畑
を
広
く
所
有
し
て
い
る
寺
院
も
あ
る
。
檀
家
が
す
く
な
く
と
も
田
畑
が
あ

れ
ば
存
立
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
寺
院
形
態
も
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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表
１
が
明
治
五
年
と
十
年
の
書
上
を
も
と
に
、
各
門
流
ご
と
の
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
久
遠
寺
派
が
最

も
多
く
寺
院
数
・
檀
家
数
と
も
に
二
割
強
を
占
め
る
。
一
致
派
と
勝
劣
派
の
比
率
は
寺
院
数
、
檀
家
数
な
ど
、
ど
の
項
目
で
も
約
四
対
一

く
ら
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
末
寺
を
一
ヶ
寺
だ
け
有
す
る
本
山
も
複
数
あ
る
が
、
諸
本
山
の
末
寺
が
一
寺
だ
け
で
も
あ
る
の
は
、
近

世
の
首
府
で
あ
る
江
戸
で
の
活
動
拠
点
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
平
均
値
を
み
る
と
、
ど
の
派
も
寺
院
一
軒
あ
た
り
の
檀
家

数
が
お
お
よ
そ
七
十

八
十
軒
と
な
る
。
各
寺
院
の
平
均
的
な
数
字
に
も
近
い
も
の
で
あ
る
。
塔
中
を
も
つ
寺
院
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、

触
頭
や
中
本
寺
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
機
械
的
に
計
算
す
る
と
、
僧
一
人
あ
た
り
の
檀
家
数
は
多
く
の
門
流
で
、
お
よ
そ
五
十
軒
前

後
と
な
る
。
寺
院
に
い
る
僧
が
一
人
だ
け
の
寺
院
が
三
九
四
軒
中
二
百
軒
、
二
人
が
八
十
九
軒
、
三
軒
が
三
十
九
軒
で
あ
る
。
大
部
分
の

寺
院
が
住
職
一
人
か
、
も
し
く
は
所
化
と
二
人
で
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
逆
に
修
学
の
た
め
寄
留
と
明
記
す
る
者
を
含
む

寄
留
の
僧
を
多
く
書
き
連
ね
る
寺
院
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
寺
院
は
特
別
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
書
上
に
寄
留

と
記
す
僧
は
計
七
十
五
人
、
う
ち
修
学
の
た
め
と
明
記
す
る
の
は
十
三
人
で
あ
る
。

本
成
寺
派
で
は
触
頭
の
二
ヶ
寺
が
多
数
の
塔
中
を
擁
し
て
規
模
が
大
き
い
の
が
目
を
引
く
。
本
郷
の
本
妙
寺
と
伊
皿
子
の
長
応
寺
で
あ

る
。
本
妙
寺
と
塔
中
八
ヶ
寺
の
檀
家
数
は
六
百
七
十
七
軒
、
長
応
寺
と
塔
中
六
ヶ
寺
は
三
百
六
十
五
軒
で
本
成
寺
派
の
五
十
一
％
を
占
め

て
い
る
。
中
核
と
な
る
触
頭
の
二
ヶ
寺
の
寺
院
と
そ
の
塔
中
が
江
戸
府
内
の
機
能
の
大
半
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

機
能
の
重
要
な
一
つ
が
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
澤
檀
林
で
の
修
学
の
便
宜
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

表
２
は
明
治
五
年
の
時
点
で
の
各
寺
院
の
檀
家
数
を
示
す
。
五
十
軒
程
の
寺
院
が
最
も
多
く
、
三
十
軒
か
ら
八
十
軒
の
寺
院
が
大
半
を

占
め
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
数
字
が
当
時
の
典
型
的
な
数
字
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
檀
家
一
軒
の
認
定
を
如
何
な

る
尺
度
で
行
っ
た
か
に
は
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
単
な
る
数
で
把
握
す
る
の
に
も
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
池

上
本
門
寺
で
は
塔
中
寺
院
の
檀
家
総
数
が
四
百
五
十
軒
に
の
ぼ
る
の
に
対
し
、
本
門
寺
自
体
の
檀
家
数
は
二
十
三
軒
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
十
三
軒
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
特
定
の
武
家
檀
越
に
依
存
し
た
寺
院
も
い
ま
だ
み
ら
れ
る
。
そ
の
様
な
檀
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家
に
対
し
、
都
市
特
有
の
日
傭
・
細
民
な
ど
と
称
さ
れ
る
層
の
人
々
も
寺
請
制
度
の
も
と
、
檀
徒
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
一
応
の
原
則

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
期
に
入
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
一
軒
で
も
実
態
は
千
差
万
別
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
統
計
的
な
数
字
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
均
は
五
年
で
一
寺
院
八
十
三
軒
、
十
年
で
八
十
八

軒
で
あ
る
。
但
し
、
明
治
十
年
に
な
る
と
、
兼
務
の
寺
院
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
五
年
よ
り
十
年
の
間
に
合
併
な
ど
で
姿
を
消

し
た
寺
院
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新
体
制
の
下
で
、
現
在
へ
と
続
く
変
化
が
始
ま
っ
た
時
代
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

表
３
は
檀
家
数
二
五
〇
軒
以
上
の
寺
院
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
広
大
な
寺
地
を
有
し
て
い
る
。
特
に
目
を
引
く
の
が
深
川
浄
心
寺
で
あ

る
。
浄
心
寺
塔
中
寺
院
は
明
治
五
年
の
段
階
で
は
面
積
を
個
別
に
記
さ
ず
、
本
寺
に
含
ま
れ
て
い
る
。
深
川
浄
心
寺
と
そ
の
塔
中
寺
院
に

は
二
十
六
人
の
僧
が
い
て
、
そ
の
書
き
上
げ
た
檀
家
総
数
は
二
千
百
軒
余
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
府
内
日
蓮
宗
寺
院
の
全
檀
家
数
の
七
十

六
％
、
久
遠
寺
の
門
流
内
で
は
実
に
三
十
％
に
も
の
ぼ
る
。
深
川
は
下
町
の
人
口
密
集
地
に
近
く
、
数
千
坪
の
寺
地
を
有
す
る
な
ど
の
要

因
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。
明
治
八
年
に
浄
心
寺
に
大
教
院
の
支
院
が
設
立
さ
れ
、

同
年
日
蓮
宗
宗
務
局
が
同
寺
に
移
さ
れ
た
の
も
、
浄
心
寺
が
府
内
一
致
派
内
で
特
に
有
力
な
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
れ
と
対
照
的
に
、
堀
之
内
妙
法
寺
は
修
学
の
た
め
の
寄
留
を
含
め
十
八
人
も
の
僧
が
い
て
一
ヶ
寺
と
し
て
は
府
内
最
多
で
あ
る

が
、
檀
家
は
百
軒
で
あ
る
。
と
も
に
広
大
な
寺
地
と
由
緒
を
も
つ
名
刹
と
し
て
知
ら
れ
る
寺
院
で
あ
る
が
、
寺
院
の
形
態
の
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
他
に
も
同
様
の
事
情
が
看
取
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
江
戸
の
庶
民
信
徒
は
旦
那
寺
と
は
別
に
諸
方
へ
参
詣
を
も
行
っ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
僧
の
人
数
と
檀
家
数
か
ら
も
、
そ
の
様
子
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。

表
４
は
明
治
五
年
と
十
年
の
各
寺
院
檀
家
数
の
変
化
で
あ
る
。
五
年
間
に
檀
家
数
を
微
増
さ
せ
た
寺
院
が
最
も
多
く
、
廃
仏
毀
釈
の
影

響
が
東
京
府
内
の
寺
院
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
五
年
と
十
年
の
檀
家
数
を
門
流
ご
と
に
比
較
す
る

と
、
ほ
と
ん
ど
の
門
流
で
さ
ほ
ど
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
中
山
法
華
経
寺
門
流
の
数
字
の
変
化
は
、
葛
飾
方
面
の
諸
寺
院
が
行
政
府
の
管

轄
の
変
化
に
よ
り
書
上
か
ら
は
ず
れ
た
た
め
で
あ
り
、
実
際
に
は
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
唯
一
や
や
変
動
し
た
の
は
大
石
寺
門
流
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で
、
府
内
随
一
の
檀
家
数
で
あ
っ
た
小
梅
常
泉
寺
の
檀
家
数
が
四
百
か
ら
百
八
十
と
半
減
し
た
の
を
は
じ
め
、
数
を
減
ら
し
て
い
る
。

４

土
地
と
面
積

表
５
は
明
治
五
年
時
点
で
の
府
内
寺
院
の
面
積
で
あ
る
。
こ
の
表
で
は
五
千
坪
以
上
の
寺
院
は
除
い
て
あ
る
。
ま
た
個
別
に
面
積
を
記

し
て
い
な
い
寺
院
も
除
か
れ
て
い
る
。
郊
外
に
ゆ
く
ほ
ど
面
積
は
広
大
に
な
る
た
め
、
単
純
に
比
較
を
し
て
も
意
味
は
な
い
が
、
お
お
よ

そ
の
傾
向
は
わ
か
り
、
五
百
坪
以
下
の
寺
院
が
最
も
多
く
、
壱
千
坪
以
下
が
大
半
で
あ
る
こ
と
は
よ
み
と
れ
る
。
全
宗
派
に
す
る
と
江
戸

の

％
の
面
積
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
寺
社
地
で
は
あ
る
が
、
市
中
の
一
般
末
寺
で
は
こ
の
程
度
の
面
積
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
御
府
内
備
考
続
編
と
全
く
同
じ
面
積
を
記
す
寺
院
も
か
な
り
多
い
。「
昨
年
、
上
地
」
を
命
じ
ら
れ
た
な
ど
の
記
載
も
時
折
み
ら

れ
る
が
、、
面
積
の
変
動
は
そ
れ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
明
治
五
年
の
書
上
で
は
塔
中
寺
院
の
面
積
を
本
寺
に
含
め
て
書
き
上
げ
て

い
た
も
の
が
、
明
治
十
年
の
書
上
で
は
、
各
塔
中
寺
院
ご
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
旧
時
代
の
宗
門
の
制
度
が
変
化
し
て
ゆ
く
具

体
的
な
表
れ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

表
６
は
面
積
三
五
〇
〇
坪
以
上
の
寺
院
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。

５

僧
の
年
齢
と
出
身
地

表
７
に
示
し
た
の
が
明
治
五
年
の
東
京
府
内
寺
院
で
書
上
げ
ら
れ
た
僧
の
年
齢
で
あ
る
。
棒
グ
ラ
フ
の
棒
の
右
側
が
住
職
、
左
側
が
非

住
職
で
あ
る
。
最
も
多
い
年
齢
層
と
し
て
は
、

代
か
ら

代
に
か
け
て
最
も
大
き
な
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
つ
い
で

代
に
も
う
ひ
と
つ
の

ピ
ー
ク
が
あ
る
。
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
の
年
代
は
非
住
職
の
者
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
檀
林
へ
修
学
す
る
た
め
に
寄
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留
す
る
も
の
や
当
該
寺
院
で
得
度
し
た
所
化
が
多
い
層
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
四
十
代
は
、
表
に
あ
る
よ
う
に
住
職
の

年
齢
の
ピ
ー
ク
と
ち
ょ
う
ど
か
さ
な
る
。
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
当
時
の
府
内
寺
院
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
居
住
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
に
こ
の
二
者
の
取
り
合
わ
せ
が
書
上
の
う
え
で
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
な
お
、
高
齢
者
の
少
な
い
時
代
と
は
い
え
、
老
年
の

僧
の
少
な
い
の
は
や
や
気
に
な
る
。
２

３
人
は
介
護
を
う
け
て
い
る
ら
し
い
記
述
も
あ
る
。
府
内
の
寺
院
に
限
ら
な
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
が
、
総
じ
て
高
年
層
の
事
情
は
こ
の
書
上
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
老
年
の
僧
は
、
本
山
な
ど
に
登
る
な
ど
の
ほ
か
に
、
法

務
の
繁
多
で
重
要
な
府
内
の
寺
院
か
ら
郊
外
の
静
か
な
寺
院
へ
と
転
任
し
て
ゆ
く
場
合
も
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
府
内
寺
院
か
ら

の
転
任
先
は
、
こ
の
二
種
の
書
上
か
ら
は
不
明
の
場
合
が
多
い
の
で
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
察
で
あ
る
が
、
十
分
あ
り
う
る
こ
と
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

表
８
は
明
治
五
年
時
点
の
府
内
の
僧
の
履
歴
か
ら
、
か
っ
て
住
職
と
し
て
入
寺
し
た
履
歴
を
取
り
出
し
、
そ
の
入
寺
年
齢
が
何
歳
で

あ
っ
た
か
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
寄
留
の
僧
の
詳
細
な
履
歴
を
記
さ
な
い
寺
院
や
余
所
へ
寄
留
中
の
僧
を
記
す
寺
院
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
履
歴
の
記
さ
れ
て
い
る
僧
を
対
象
と
し
た
。

表
９
は
得
度
の
年
齢
で
あ
る
。
最
も
年
少
は
一
歳
で
あ
り
、
幼
児
の
時
に
得
度
し
た
と
す
る
僧
も
時
折
い
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
幼
時

に
寺
へ
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
得
度
年
齢
は
お
お
よ
そ
七
歳
か
ら
十
四
歳
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
八

九
歳
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
。
当
時
の
僧

は
こ
の
こ
ろ
に
得
度
を
し
て
修
行
を
始
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
が
檀
林
の
入
檀
も
得
度
の
す
ぐ

後
か
ら
２

３
年
後
の
期
間
が
最
も
多
い
。
こ
の
七
歳
か
ら
十
四
歳
と
い
う
得
度
年
齢
は
住
職
得
度
年
齢
・
非
住
職
得
度
年
齢
と
も
に
、

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

次
に
、
表
７
に
戻
り
、、
明
治
五
年
時
点
で
の
住
職
の
み
の
年
齢
を
検
討
す
る
。
二
十
代
後
半
か
ら
五
十
歳
ま
で
に
か
な
り
集
中
し
て

い
る
。
平
均
は
四
十
二
歳
で
あ
る
。
こ
の
年
齢
層
が
府
内
の
住
職
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
府
内
以
外
の
場
所
で
も
、

当
然
な
が
ら
こ
の
年
齢
層
は
住
職
の
年
齢
の
中
核
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
住
職
の
履
歴
を
追
っ
て
み
る
と
、
表
の
府
内
当
該
寺
院
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の
住
職
に
就
任
し
た
年
齢
と
表
の
住
職
の
過
去
に
入
寺
し
た
年
齢
と
書
上
の
記
述
の
３
つ
か
ら
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
府
内
寺
院
に

入
寺
す
る
以
前
に
近
県
の
寺
院
の
住
職
や
府
内
寺
院
の
塔
中
住
職
を
し
て
い
た
僧
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
寺
院
に
入
寺
す
る
年
齢
は
、
履
歴

で
あ
る
の
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
、
府
内
寺
院
に
入
寺
す
る
年
齢
よ
り
も
年
少
の
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

表

の
府
内
住
職
就
任
年
齢
の
う
ち
の
十
代
か
ら
二
十
代
前
半
の
数
字
の
多
く
は
塔
中
住
職
や
郊
外
寺
院
の
住
職
で
あ
る
こ
と
と
も
考

え
合
わ
せ
て
、
近
県
つ
ま
り
郊
外
の
寺
院
住
職
や
塔
中
の
住
職
を
、
い
わ
ば
振
り
出
し
と
し
て
次
第
に
転
任
し
て
ゆ
き
、
や
や
年
代
が
上

に
な
っ
た
こ
ろ
、
三
十
代
前
半
を
中
心
と
し
た
年
代
に
府
内
寺
院
の
住
職
と
な
る
と
い
う
の
が
当
時
の
住
職
の
典
型
的
な
履
歴
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
住
職
就
任
年
齢
は
平
均
三
十
六
歳
で
あ
る
。

表

は
明
治
五
年
の
時
点
で
住
職
で
あ
る
僧
が
何
年
来
住
職
を
し
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
五
年
時
点
で
の
府
内
住
職

の
在
職
年
数
の
平
均
は
六
・
五
年
で
あ
る
。
が
、
極
め
て
長
期
の
間
住
職
を
勤
め
て
い
る
僧
が
平
均
を
押
し
上
げ
て
い
て
、
実
際
の
在
職

年
数
は
六
年
未
満
の
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
書
上
に
あ
る
そ
れ
以
前
の
履
歴
を
み
て
も
、
数
年
か
ら
長
く
て
も
十
年
で
転
任
す
る
の
が
常

態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
明
治
維
新
頃
か
ら
転
任
が
滞
り
が
ち
に
な
っ
て
い
た
影
響
が
、
こ
の
時

点
で
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
十
年
に
至
っ
て
五
年
が
経
過
し
て
も
、
明
治
五
年
の
際
の
住
職
が
留
任
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
人
数
は
実
に
百
十
六
人
と
な
る
。
従
来
の
六
年
未
満
が
大
半
と
い
う
平
均
在
職
年
数
か
ら
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
何
ら
か
の
変

化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
勝
劣
派
は
転
任
の
例
が
比
較
的
多
い
が
、
一
致
派
、
特
に
久
遠
寺
末
や
誕
生
寺
末
の
寺
院
で
は

転
任
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
れ
は
従
来
の
転
任
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
要

因
を
推
測
す
る
と
、
本
山
の
支
配
が
弱
ま
っ
た
こ
と
や
、
従
来
重
要
で
あ
っ
た
檀
林
制
度
が
崩
壊
し
、
各
門
流
共
同
で
の
小
教
院
設
置
な

ど
の
新
制
度
が
、
こ
れ
に
代
わ
り
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
本
榎
に
各
派
合
同

で
設
立
さ
れ
た
教
育
機
関
で
あ
る
小
教
院
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
。
一
致
派
で
転
任
の
ル
ー
ト
が
崩
れ
た
の
も
少
教
院
と
従
来
の
飯

高
で
の
学
歴
と
の
間
に
懸
隔
が
あ
っ
た
の
も
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
こ
の
時
期
の
住
職
が
そ
の
後
も
同
じ
寺
院
に
定
着
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
様
子
は
、
明
治
中
期
や
大
正
時
代

の
寺
院
名
簿
を
み
て
も
首
肯
で
き
る
。
こ
れ
は
江
戸
以
前
の
寺
院
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
こ
の
書
上
の
考

察
か
ら
具
体
的
に
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
府
内
寺
院
の
住
職
の
後
に
ど
の
よ
う
な
転
任
が
あ
る
の
か
は
こ
の
書
上
か
ら
で
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
他
の
府
内
寺
院
に
転
任
し
た
り
、
他
の
地
域
の
寺
院
を
経
て
ま
た
府
内
の
寺
院
に
転
任
し
て
き
た
り
す
る
事
例
も
確

認
さ
れ
る
が
ご
く
少
数
で
あ
り
、
総
じ
て
寺
院
住
職
の
転
任
の
ル
ー
ト
や
規
定
、
如
何
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
こ
の
書
上
か
ら
だ
け
で
は
到
底
う
か
が
い
し
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
考
を
期
し
た
い
。

さ
て
、
非
住
職
の
う
ち
に
は
、
就
学
中
の
も
の
の
ほ
か
に
も
、
明
確
に
隠
居
と
記
さ
れ
た
も
の
も
七
人
あ
る
。
但
し
、
ご
く
若
い
年
齢

で
「
隠
居
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
現
在
の
隠
居
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
次
の
転
任
地
が
決
ま
っ
て
い
な
い
状
態
と
い
う
意

味
合
い
の
も
の
も
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
変
わ
っ
た
例
で
は
、
浅
草
善
慶
寺
で
は
住
職
よ
り
若
い
前
住
職
や
前
々
住
職
が
住
職
と
と
も

に
在
寺
し
て
い
る
。
現
住
職
は
昨
年
入
寺
し
て
五
十
歳
で
あ
る
が
、
前
々
住
職
は
四
六
歳
で
入
寺
し
て
四
九
歳
で
隠
居
し
て
七
年
、
前
住

職
は
四
一
歳
で
入
寺
し
て
四
七
歳
で
隠
居
し
一
年
と
な
る
。
檀
家
数
は
三
〇
軒
で
あ
り
、
と
く
に
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
隠
居
し
て
、
長

期
間
全
国
遊
学
の
旅
に
出
た
と
記
す
僧
も
三
人
ほ
ど
い
た
。

師
弟
関
係
は
大
変
大
事
に
さ
れ
て
い
た
様
子
で
、
住
職
よ
り
以
前
か
ら
止
住
し
て
い
る
非
住
職
の
僧
に
つ
い
て
「
前
住
弟
子
」「
第
何

世
弟
子
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
載
し
て
い
る
例
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
、
住
職
の
輪
番
に
付
き
従
っ
て
寺
を
移
る
、
あ
る
い
は
住
職
の
転
任

に
従
っ
て
移
動
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
例
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
随
身
の
語
義
通
り
で
あ
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

出
身
地

明
治
五
年
の
書
上
に
記
載
さ
れ
て
い
る
僧
の
う
ち
出
身
地
の
記
載
が
あ
る
者
の
旧
国
別
に
し
た
表
が
表

で
あ
る
。
三
百
七
十
九
人
は

出
身
地
か
そ
の
周
辺
で
得
度
し
て
い
る
。
東
京
地
域
出
身
は
百
八
十
一
人
で
あ
り
、
う
ち
百
四
十
人
が
府
内
で
得
度
し
て
い
る
。
出
身
地

を
み
る
と
、
や
は
り
東
京
地
域
出
身
者
が
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
、
関
東
地
域
出
身
も
多
く
関
西
出
身
者
は
少
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
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は
越
後
な
ど
北
陸
地
域
の
出
身
者
が
そ
れ
に
つ
い
で
多
い
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
越
後
地
域
は
農
業
生
産
性
の
高
さ
か
ら
、
日
本
で
も
大

都
市
を
除
き
最
も
人
口
の
多
か
っ
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
日
像
師
の
弘
経
以
来
、
日
蓮
宗
が
盛
ん
で
、
本

成
寺
門
流
を
始
め
と
し
て
す
で
に
多
く
の
門
流
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
理
由
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幕
末
の
金
沢
充
洽
園
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
と
も
関
連
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
日
蓮
宗
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
新
居
日
薩
も
師
匠
の
遺
鉢
を
継
承
し
て
柏
崎
妙
行

寺
の
住
職
と
な
っ
て
い
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
く
の
ご
と
く
越
後
・
北
陸
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
従
来
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

同
国
者
に
と
く
に
親
し
み
を
も
つ
当
時
の
社
会
風
習
を
考
え
る
と
、
北
陸
出
身
者
の
影
響
力
も
か
な
り
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

ま
た
、
出
身
地
と
得
度
場
所
を
み
る
と
、
意
外
な
ほ
ど
、
広
範
囲
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
書
上
に
は
、
僧
の
出
身
地
の
ほ
か
に
出
自
に
つ
い
て
も
書
上
が
要
求
さ
れ
て
い
て
、
か
な
り
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
出
自
に

つ
い
て
み
る
と
、
大
部
分
は
農
民
や
商
人
の
子
で
あ
る
。
士
族
・
卒
族
出
身
は
六
十
三
人
で
約
一
割
で
あ
る
。
京
都
妙
顕
寺
の
家
臣
の
子

も
お
り
、
池
上
西
之
院
の
住
職
は
「
本
山
元
行
者
」
の
息
子
と
あ
る
。
ま
た
医
師
の
子
と
書
く
も
の
も
数
人
い
た
。

以
上
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
、
こ
の
書
上
の
考
察
か
ら
、
府
内
僧
の
年
齢
構
成
や
得
度
・
修
学
の
年
齢
と
時
期
、
住
職
在
任
期
間
な

ど
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

６

檀
林
に
つ
い
て

明
治
五
年
の
書
上
に
は
得
度
し
た
後
に
過
去
に
修
学
し
た
り
就
学
中
の
檀
林
の
記
載
も
あ
る
。
檀
林
で
の
学
歴
を
記
さ
な
い
僧
も
多
い

が
、
門
流
に
よ
っ
て
は
丹
念
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
飯
高
に
学
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
五
十
九
人
で
あ
り
、
池
上
が
三
十
七
人
、
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中
村
が
二
十
四
人
、
小
西
十
四
人
、
三
澤
六
十
四
人
、
宮
谷
三
十
人
、
細
草
十
四
人
、
大
沼
田
三
人
、
鷹
が
峰
三
人
、
身
延
二
人
、
金
沢

二
人
、
大
亀
一
人
、
冠
山
一
人
で
あ
る
。
複
数
の
檀
林
で
修
学
す
る
者
も
か
な
り
い
た
よ
う
で
あ
る
。
檀
林
制
度
は
近
世
僧
侶
の
履
歴
な

ど
の
う
え
で
大
変
、
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

本
成
寺
の
系
列
で
は
檀
林
に
関
す
る
記
述
が
他
の
門
流
よ
り
詳
細
で
、
在
籍
の
僧
は
必
ず
三
澤
檀
林
で
の
修
学
年
数
を
記
載
し
て
い

る
。
本
成
寺
の
門
流
で
は
、
中
本
寺
の
住
職
は
「
神
奈
川
三
澤
檀
林
法
籠
三
十
年
以
上
成
功
者
」
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
上
に

記
し
て
い
る
。
ま
た
、
妙
満
寺
派
の
書
上
で
は
、
宮
作
檀
林
に
お
け
る
通
算
の
修
学
期
間
を
綿
密
に
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
檀
林
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

池
上
派
で
は
得
度
か
ら
数
ヶ
月
で
檀
林
へ
入
学
し
て
い
る
も
の
が
、
と
く
に
若
い
僧
に
多
い
。
こ
れ
は
他
の
門
流
と
異
な
り
、
際
だ
っ

て
早
い
。
ま
た
、
池
上
派
で
は
若
い
僧
ほ
ど
池
上
檀
林
で
学
習
と
し
る
す
者
が
多
く
、
住
職
は
飯
高
を
経
歴
と
し
て
記
す
者
が
多
く
池
上

と
記
す
者
は
少
な
い
。
当
時
は
池
上
本
門
寺
の
庵
室
と
し
て
、
新
居
日
薩
の
妙
教
庵
も
あ
る
。「
庵
」
は
教
導
場
の
謂
で
あ
る
と
、
明
治

二
年
の
重
須
本
門
寺
派
の
管
長
代
理
か
ら
教
部
省
宛
の
書
上
に
は
あ
る
。
日
薩
は
書
上
に
柏
崎
妙
行
寺
よ
り
寄
留
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
本
門
寺
学
校
」
と
も
記
さ
れ
る
池
上
の
檀
林
で
教
学
を
教
授
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

老
年
に
な
っ
て
か
ら
檀
林
へ
ゆ
き
住
職
と
な
っ
た
と
い
う
記
載
も
あ
る
。
一
般
に
修
学
開
始
の
年
齢
は
か
な
り
低
く
、
明
治
五
年
時
点

で
の
平
均
的
な
年
齢
は
十
二
歳
前
後
で
あ
る
。
十
歳
に
も
な
ら
な
い
で
入
檀
し
た
も
の
や
、
得
度
の
翌
月
か
ら
入
檀
し
た
も
の
も
か
な
り

い
る
。
但
し
こ
の
傾
向
は
や
や
薄
れ
て
入
檀
年
齢
も
高
年
齢
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、
明
治
十
年
の
非
住
職
の
入
檀
年
齢
は
十
二
歳
か
ら

十
六
歳
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
近
世
の
関
東
檀
林
で
は
入
檀
者
は
「
宿
坊
」
な
ど
と
も
よ
ば
れ
る
寄
留
先
に
草
鞋
を
ぬ
ぎ
、
そ
こ
を
拠
点

と
し
て
夏
毎
に
檀
林
で
の
修
学
を
行
う
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
小
西
檀
林
で
は
、
法
縁
に
よ
っ
て
平
河
法
恩
寺
・
一
乗
寺
・

幸
龍
寺
・
深
川
浄
心
寺
が
宿
坊
で
あ
り
、
飯
高
で
は
法
明
寺
・
仙
寿
院
・
本
佛
寺
・
蓮
光
寺
、
中
村
で
は
蓮
成
寺
・
宗
林
寺
・
妙
法
寺
・

徳
大
寺
、
三
澤
で
は
長
応
寺
・
大
長
寺
な
ど
が
宿
坊
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
明
治
五
年
の
書
上
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に
も
、
こ
れ
ら
の
諸
寺
は
多
く
の
僧
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
僧
に
は
「
修
学
の
た
め
寄
留
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
多
い
。
こ
の
書

上
か
ら
も
、
檀
林
の
宿
坊
の
役
割
が
確
認
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
本
成
寺
派
の
書
上
で
は
住
職
勤
年
数
の
期
限
に
つ
い
て
も
檀
林
と
関
係
の
あ
る
言
及
が
あ
る
。
本
成
寺
末
頭
の
本
郷
本
妙
寺
・

伊
皿
子
長
応
寺
で
は
「
住
職
は
神
奈
川
県
三
澤
檀
林
法
臈
三
十
年
以
上
成
功
者
、
住
職
勤
年
数
之
期
限
不
定
候
」
と
明
確
な
規
定
が
あ
る

と
記
す
。
ま
た
、
同
末
頭
の
大
久
寺
や
本
禅
寺
末
頭
の
白
金
立
行
寺
は
三
澤
で
の
法
臈
が
二
十
六
・
六
年
、
檀
林
の
席
が
中
座
席
以
上
の

者
が
住
職
と
な
る
と
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
派
の
他
の
寺
院
に
は
「
住
職
勤
年
数
不
定
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
あ
る
。
同
派
で
は
末
頭
な
ど
の
寺
院
の
住
職
の
勤
務
規
定
は
厳
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
誕
生
寺
派
で
は
学
歴
を
あ
ま
り
し
る

し
て
い
な
い
。
こ
の
書
上
を
ま
と
め
た
者
が
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
下
野
妙
顕
寺
末
経
王
寺
住
職
の
林
日
珠
の
履
歴
に
は
「
現
在
飯
高
教
授
」
と
あ
り
、
前
前
住
が
住
職
「
留
守
中
の
法
要
の
た
め

寄
留
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
が
従
来
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
五
年
に
は
小
教
院
が
設
立
さ
れ
る
の
で
、
飯
高
檀

林
の
最
後
頃
の
教
授
者
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

７

余
録

芝
栄
門
寺
は
「
本
門
寺
出
京
旅
宿
所
」
と
し
て
檀
家
も
な
く
無
住
職
で
あ
る
。
本
門
寺
は
日
蓮
宗
で
唯
一
の
江
戸
に
あ
っ
た
本
山
で
あ

り
、
檀
林
を
も
寺
内
に
も
っ
て
い
た
。
栄
林
寺
は
諸
国
か
ら
上
京
し
て
く
る
僧
俗
の
宿
坊
と
い
う
性
格
の
施
設
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

逆
に
、
他
の
門
流
で
は
檀
林
修
学
者
の
宿
坊
が
江
戸
出
府
者
の
た
め
の
宿
坊
の
役
割
を
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

尼
僧
は
二
カ
寺
と
一
庵
に
五
人
が
い
る
。
最
年
少
は
七
歳
で
あ
る
。
他
に
老
年
で
檀
家
の
縁
を
た
ど
り
寄
留
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
尼

僧
も
一
人
い
る
。
尼
寺
の
一
つ
は
武
家
と
特
別
な
関
係
を
も
つ
寺
で
あ
る
。
檀
家
は
開
基
家
一
軒
と
い
う
池
上
派
の
養
源
寺
で
あ
る
。
松
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平
悦
之
進
家
の
寄
進
に
よ
り
、
文
久
元
年
の
焼
失
を
乗
り
切
っ
た
が
、
立
ち
ゆ
き
か
ね
、
旧
幕
府
に
願
い
出
て
尼
寺
と
変
え
て
も
ら
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
五
人
の
ほ
か
に
は
、
雑
司
ヶ
谷
法
明
寺
内
に
「
鬼
子
母
神
出
現
所
留
守
居
」
の
尼
僧
が
三
人
い
る
。
総
じ
て
こ
の
書

上
か
ら
は
尼
僧
の
存
在
感
は
薄
く
感
じ
ら
れ
る
。

寺
院
の
中
に
は
僧
が
お
ら
ず
俗
人
が
管
理
し
て
い
る
、
と
書
き
上
げ
ら
れ
た
寺
院
も
二
軒
あ
る
。
こ
の
二
軒
は
千
住
に
あ
り
、
火
葬
所

と
し
て
存
立
し
て
い
た
。

一
軒
は
京
都
本
法
寺
末
の
実
林
寺
で
あ
る
。
百
坪
余
の
面
積
で
、
寛
文
七
年
の
創
立
で
四
世
ま
で
は
住
僧
が
い
た
が
、
宝
暦
七
年
よ
り

無
住
、
明
和
三
年
か
ら
「
俗
人
弥
助
と
云
う
者
火
守
を
致
し
、
其
の
後
当
弥
助
迄
五
代
、
俗
人
に
て
火
守
致
し
お
り
候
」
と
あ
る
。
新
潟

県
蒲
原
出
身
の
牧
野
弥
助
五
十
七
歳
と
そ
の
妻
で
あ
る
下
谷
の
牧
野
六
蔵
娘
妻
い
と
五
十
七
歳
が
居
住
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
百
年

余
の
間
、
住
僧
は
お
ら
ず
、
火
葬
所
と
し
て
牧
野
一
族
で
管
理
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

も
う
一
軒
は
久
遠
寺
派
浅
草
善
立
寺
末
の
千
住
小
塚
原
の
宗
源
寺
で
あ
る
。
創
立
や
開
基
な
ど
は
焼
失
に
つ
き
不
詳
と
あ
り
、「
火
葬

所
第
十
二
代
目
留
守
居

越
沢
倉
吉

十
八
歳
」
と
そ
の
母
三
十
四
歳
・
弟
十
三
歳
・
妹
八
歳
が
居
住
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
境
内

は
三
十
坪
で
あ
る
。
詳
細
は
こ
の
書
上
か
ら
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
二
代
目
留
守
居
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
寺
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、

寺
院
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
実
は
俗
人
管
理
の
火
葬
所
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
軒
の
寺
の
本
寺
と
の
関
係
や
運
営
の
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
十
年
の
書
上
で
は
名
が
で
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
江
戸
に
は

数
カ
所
に
火
葬
所
が
あ
り
、
日
蓮
宗
で
は
深
川
の
浄
心
寺
に
火
屋
が
あ
っ
た
の
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
二
軒
の
寺
院
の
存
在
も
江
戸
の

葬
送
に
実
際
に
関
わ
っ
て
い
た
人
々
の
記
録
の
一
つ
で
あ
り
、
時
代
に
よ
る
変
化
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

小
結
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本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
が
終
わ
り
明
治
が
始
ま
る
激
し
い
動
乱
の
中
で
の
本
宗
寺
院
や
僧
の
有
様
を
、
書
上
と
い
う
断
片
的
な
記
述
か

ら
検
討
を
し
て
み
た
。
数
字
に
か
た
よ
り
本
質
に
届
き
に
く
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
明
治
初
期
の
寺
院
と
僧
の
有
様
が
垣
間
見
え
た
よ

う
に
思
わ
れ
、
い
く
ら
か
は
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
試
み
に
、
統
計
か
ら
み
て
典
型
的
な
府
内
日

蓮
宗
寺
院
像
を
考
え
る
と
、
檀
家
が
五
、
六
十
軒
で
面
積
が
四

五
〇
〇
坪
、
住
職
が
一
人
で
四
十
歳
前
後
、
所
化
が
い
る
場
合
も
あ

る
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
規
模
の
寺
院
は
か
な
り
あ
る
。

今
後
は
さ
ら
に
、
後
府
内
備
考
な
ど
の
近
世
史
料
な
ど
を
も
重
ね
合
わ
せ
て
考
察
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
江

戸
と
近
代
の
相
違
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
と
実
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明
治
五
年
の
書
上
で
は
俗
姓
を
記
さ
ず
、

出
家
と
し
て
日
号
の
み
を
記
す
形
式
で
あ
り
、
名
字
が
不
明
の
僧
さ
え
若
干
名
い
る
が
、
同
十
年
に
な
る
と
釈
氏
と
変
え
る
者
も
い
た
が

必
ず
名
字
を
記
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
寺
や
僧
と
い
う
存
在
が
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
変
化
し
、
出
家
と
い
う
存
在
が
、
つ
い
に
は

招
集
さ
れ
て
戦
地
に
赴
く
ま
で
に
な
っ
て
い
く
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
近
代
国
家
と
宗
教
と
い
う
さ
ら
に
大
き
な
問
題
に
関
わ
っ
て
く

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
明
治
初
期
の
本
宗
寺
院
の
一
断
面
を
紹
介
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
こ
で
筆
を
擱
き
た
い
。

参
考
書
「
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
寺
院
沿
革
史
料
に
つ
い
て

ー
江
戸
・
東
京
寺
院
沿
革
史
料
索
引
作
成
に
あ
た
っ
て
ー
」
西
光
三
稿

『
東
京
都
公
文
書
館
紀
要
』
３
号

二
〇
〇
二
年

『
近
代
日
蓮
宗
の
宗
政
』
新
井
智
清
著

国
土
安
穏
寺

一
九
八
七
年

『
史
料
叢
書

７

社
寺
明
細
帳
の
成
立
』
国
文
学
資
料
館
編

二
〇
〇
四
年

「
御
府
内
寺
社
備
考
か
ら
み
た
江
戸
の
寺
院
」
日
塔
和
彦
稿

『
年
報
都
市
史
研
究
６

宗
教
と
都
市
』
山
川
出
版
社

一
九

九
八
年
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表１　明治五年・十年　門流別基礎データ　
五年面積
（坪）

檀 家 数
十年（軒）

檀 家 数
五年（軒）僧人数うち塔中五年寺数本寺名

一 致 派
!"#!$"!"#$!"#!!"!!"!"久 遠 寺
!"#$%&!"!#!"#$!"!"!"本 門 寺
!"#$!!""#!"#!!"!!"誕 生 寺
!"#$%!"#"!"#!!"!!"法 華 経 寺
!"!!!!"#$!""#!"!"!"本 国 寺
!"#"$!"#"!"#$!"!!"本 土 寺
!"##!"#!"#!!!!妙 法 華 寺
!"#$!"#!"#!"!!"蓮 永 寺
!"#$!"#!"#!"!弘 法 寺
!!"#$!"#!"#!!!本 遠 寺
!"#$!"#!"#!!本 法 寺
!"#$!"#!"#!!妙 顕 寺
!"#$!"#!""!!下野妙顕寺
!"#!"!"!!妙 伝 寺
!"#$!"!"!!国 前 寺
!"!!"!"!!妙 成 寺
!"#!"!"!!妙 覚 寺
!"#!""!""!!実 相 寺
!"#!"#!"#!!頂 妙 寺
!"#!"!!"!!村田妙法寺
!"#!"#!"#!!妙 国 寺
!"#!"#!"#!!立 本 寺
!"""!"#!"#!!妙 光 寺
!"!"#$!!""#!"##$!"#!"!"#一致派小計

　
勝 劣 派

!"#$%!"#!!"##!"!!"妙 満 寺
!"#!$!"#$!"#!!"!"!"本 成 寺
!"#$!"#!!"!!光 長 寺
!"#$!!"!"#!!富士本門寺
!"#$!"#!!"!!鷲 山 寺
!"#$!"#!"#!!本能寺・本興寺
!"#$!"#!"#!!妙 蓮 寺
!"#$!""!"#!!大 石 寺
!"#$!"#!"#!!本 禅 寺
!"#!"!"!!富士妙蓮寺
!"#"!!"#$!"#$!"#!"!"勝劣派小計
!"!#$%!"#$#!"#"$!!!!"!"#総 計
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表２　　明治五年　檀家数

0 10 20 30 40 50

10軒未満

20軒以上

40軒以上

60軒以上

080軒以

100軒以上

120軒以上

140軒以上

160軒以上

180軒以上

200軒以上

檀
家
数
（
軒
）

寺院数
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表
３
　
明
治
五
年
　
檀
家
数
２５
０
軒
以
上
の
寺
院
（
塔
中
寺
院
の
面
積
は
十
年
の
書
上
の
も
の
）

修
学

場
所

得
度
寺
名

得 度 年 齢

出 自
出
身
地

在 職 年 数

年 齢
住
職
名

総
面
積

檀
家

僧 人 数
名
称

所
在

門
流

上
総
細

草
当
寺

!
士 族

東
京
表
四
番
町

!
!"

武
藤
　
日
敷

!"
#$

!"
"

!
常
泉
寺

小
梅
村

大
石

寺
末

上
総
細

草
当
寺

!
士 族

東
京
府
本
所

!"
!"

小
島
　
日
守

!"
#$

!"
#

!
妙
寿
寺

猿
江
町

妙
蓮

寺
末

長
徳
寺

!"
武
射
郡
黄
原
村

!
!"

金
森
　
日
圭

!"
"#

!"
#

!"
浄
心
寺

霊
岸
町

久
遠

寺
末

現
在
飯

高
教
授

宮
津
妙
照
寺

!"
商

射
水
郡
高
岡
町

!
!"

林
　
　
日
珠

!!
"#

!!
"

!
妙
源
寺

本
所

下
野
妙
顕
寺
末

浄
心
寺

!"
葛
飾
郡
徳
島
村

!
!"

岡
庭
　
海
運

!"
#

!"
#

!
円
隆
寺

霊
岸
町

久
遠
寺
末
浄
心
寺
塔
頭

同
所
円
頓
寺

!!
熊
本
山
鹿
郡
湯

!
!"

江
上
　
勝
義

!"
#

!"
#

!
本
立
院

霊
岸
町

久
遠
寺
末
浄
心
寺
塔
頭

谷
中
一
乗
寺

!"
香
取
郡
多
古
村

!
!"

五
十
嵐
宝
俊

!"
#

!"
"

!
一
乗
院

霊
岸
町

久
遠
寺
末
浄
心
寺
塔
頭

中
山
法
華
経
寺

!
農

香
取
郡
内
山
村

!
!"

石
井
　
日
量

!!
"#

!"
#

!
感
応
寺

三
崎
南
町

弘
法
寺
末
頭

当
寺

!
農

香
取
郡
安
久
山
村

!"
!"

平
山
　
日
□

!!
"#

!"
#

!
仙
寿
院

千
駄
木

本
遠

寺
末

同
所
真
善
寺

!"
沼
垂
郡
沼
垂
町

!
!"

田
辺
　
義
勇

!"
#

!"
#

!
玉
泉
院

霊
岸
町

久
遠
寺
末
浄
心
寺
塔
頭

雑
司
ヶ
谷
法
明
寺

!
士 族

石
川
県

!
!"

有
賀
　
日
養

!"
"#

!"
#

!
妙
久
寺

砂
村

誕
生

寺
末

池
上

当
寺

!
農

横
見
郡
　

!"
吉
田
　
日
□

!"
#

!"
#

!
長
照
寺

羽
田
村

本
門

寺
末
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表５　　明治五年　寺院面積

0 20 40 60

100
未満

500
未満

900
未満

200
0未
満

面
積
（
坪
）

寺院数

系列1

表４　明治五年十年檀家数増減

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

１
０
０
以
上
減

７
５
以
上
減

５
０
以
上
減

２
５
以
上
減

１
０
以
上
減

１
０
以
下
減

増
減
な
し

１
０
以
下
増

１
０
以
上
増

２
５
以
上
増

５
０
以
上
増

７
５
以
上
増

１
０
０
以
上
増

増減檀家数（軒）

寺
院
数
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表
６
　
明
治
五
年
　
面
積
３５
００
坪
以
上
の
寺
院
　（
塔
中
寺
院
の
面
積
を
含
む
）

総
　
面
　
積

内
　
士
　
族

檀
　
　
家

僧
　
人
　
数

名
　
　
称

所
　
　
　
在

門
　
　
　
流

!"
!#
#

!!
!

池
上

池
上

!"
#$
%

!"
!

妙
安
寺

豊
島
郡
下
土
支
田
村

本
遠

寺
末

!!
"#
$

!"
!

妙
国
寺

南
品
川

妙
満
寺
末
中
本
寺

!"
##

!!
!

瑞
輪
寺

谷
中

久
遠
寺
末
　
元
触
頭

!"
"#

!"
#

!"
浄
心
寺

霊
岸
町

久
遠

寺
末

!"
#$

!
宗
源
寺

千
住
塚
原
町

久
遠
寺
末
善
立
寺

!"
#$

!"
!

承
教
寺

二
本
榎

本
門
寺
触
頭

!"
"#

!"
!"
#

!
法
恩
寺

本
所
太
平
町

本
圀
寺
末
中
本
山
触
頭

!"
#$

!"
!

法
明
寺

雑
司
ヶ
谷

久
遠

寺
末

!"
#$

!"
!

本
光
寺

南
品
川

妙
満
寺
末
中
本
寺

!"
##

!"
!"
!

!
幸
龍
寺

浅
草
芝
崎
町

本
圀
寺
末
中
本
山
触
頭

!"
#$

!"
!

長
応
寺

伊
皿
子
町

本
成
寺
触
頭

!"
#$

!"
!

善
立
寺

浅
草
永
住
町

久
遠
寺
末
　
元
触
頭

!"
#$

!"
"

!
本
妙
寺

本
郷
栄
坂
町

本
成
寺
触
頭

!"
#$

!"
"

!
長
昌
寺

浅
草
橋
場
町

久
遠

寺
末

!"
!#

!"
!

蓮
華
寺

小
石
川
指
ヶ
谷
町

蓮
永
寺
末
頭

!!
""

!"
#

!
本
応
寺

足
立
谷
在
家

法
華
経
寺
末

!"
#$

!"
!

戒
行
寺

四
谷
南
寺
町

久
遠

寺
末

!"
#$

!"
#

!
正
覚
寺

中
目
黒
村

久
遠

寺
末

!"
##

!"
!

法
真
寺

豊
島
郡
稲
荷
村

久
遠
寺
末
法
恩
寺
末

!"
#"

!
!"
#

!
宗
林
寺

谷
中
蛍
沢

本
圀
寺
末
中
本
山
触
頭
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表７　　明治五年　僧　年齢

0 20 40 60 80 100
10歳未満
10歳以上
15歳以上
20歳以上
25歳以上
30歳以上
35歳以上
40歳以上
45歳以上
50歳以上
55歳以上
60歳以上
65歳以上
70歳以上
75歳以上

年
齢

人数

表８　明治五年住職履歴

0
10
20
30
40
50
60

10代 20代 30代 40代 50代 60代

人
数 系列１
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表９　　明治五年　府内在寺者得度年齢
　　　（二十一歳以上五十四人は省略）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年齢

人
数

表10　明治五年　府内住職就任年齢

0 20 40 60 80
15歳
以上

25歳
以上

35歳
以上

45歳
以上

55歳
以上

65歳
以上
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表11　　明治五年時点住職在任期間
（足掛の年数、20には二十年以上を含む）

人
数

年数

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

表１２　明治五年　府内僧の出身地
合　計非住職住　職合　計非住職住　職

!!!備 前!"!!"!"東京府内
!!!美 濃!"!"!"越 後
!!!肥 後!"!"!"下 総
!!!信 濃!"!!"武 蔵
!!!備 後!"!!"上 総
!!!筑 前!"!"!"甲 斐
!!!常 陸!"!!"越 中
!!!上 野!"!"!!駿 河
!!!播 磨!"!!"越 前
!!!下 野!"!!!尾 張
!!!丹 波!"!!相 模
!!!出 雲!"!!!加 賀
!!!丹 後!!!!安 房
!!!土 佐!!!!能 登
!!!筑 後!"!!肥 前
!!!伊 勢!!!遠 江
!!!因 幡!!!山 城
!!!美 作!!!佐 渡
!!!安 芸!!!三 河
!!!讃 岐!!!伊 豆
!!!豊 前!!!出 羽

!!!陸 奥
!"#!"#!"#総 計!!!摂 津


